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会社更生手続開始申立のお知らせ 
 
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、弊社におきましては、会社更生手続による抜本的な事業再建を決断し、平成 21年
3月 26日、大阪地方裁判所に対し更生手続開始の申立てを行い（同庁平成 21年（ミ）第 1
号）、同日、保全管理命令の発令を受けました（保全管理人：中井康之弁護士、大阪弁護士

会所属）。 
 債権者の皆様には大変なご迷惑をお掛けすることになり恐縮の極みでございますが、弊

社の窮状を何卒ご理解賜り、今後の更生手続にご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申

し上げます。 
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